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和歌山を創る新聞「わかつく」
を読む会をしませんか
https://wnc.jp/works/wakatsuku

和歌山を創る新聞「わかつく」編集担当者が記
事について説明するする勉強会などのご希望を
承ります。わかやま NPO センターまでお気軽
にお問い合わせください。

す
が
、
新
た
に
法
人
を
新

た
に
設
立
す
る
必
要
は
な

く
、
財
産
を
拠
出
す
る
側

の
想
い
や
願
い
に
よ
り
近

い
運
用
が
可
能
に
な
る
の

が
大
き
な
特
徴
。
ま
た
、

公
益
目
的
の
運
用
で
す
の

で
、
税
制
優
遇
も
受
け
ら

れ
ま
す
。

　

ま
た
、
公
益
信
託
の
認

可
は
、
公
益
法
人
同
様
、

都
道
府
県
（
複
数
の
都
道

府
県
に
ま
た
が
る
場
合
は

内
閣
府
）
に
設
置
さ
れ
て

い
る
「
公
益
認
定
等
委
員

会
」
が
お
こ
な
う
た
め
、

地
域
の
実
情
に
応
じ
た
審

査
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

新
し
い
公
益
信
託
制
度

で
は
金
銭
以
外
の
信
託
も

で
き
る
こ
と
か
ら
、
例
え

ば
遊
休
不
動
産
を
信
託
し

て
「
み
ん
な
の
居
場
所
」

運
営
を
通
じ
た
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
構
築

や
、
地
域
で
名
の
知
ら
れ

た
美
術
家
の
作
品
を
預

か
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
美

術
館
の
運
営
な
ど
、
こ
れ

ま
で
よ
り
も
柔
軟
な
公
益

信
託
制
度
の
運
用
が
可
能

と
な
り
ま
す
。

課
題
も
山
積

　

大
き
な
可
能
性
を
秘
め

て
い
る
新
し
い
公
益
信
託

制
度
で
す
が
、
実
は
課
題

も
山
積
し
て
い
ま
す
。

　

制
度
自
体
は
今
年
４
月

般
財
団
法
人
に
つ
い
て
は

要
件
を
満
た
せ
ば
登
記
だ

け
で
設
立
が
可
能
に
な
り

ま
し
た
。

　

そ
し
て
今
回
の
新
し
い

公
益
信
託
制
度
に
よ
り
、

民
間
公
益
活
動
の
担
い
手

が
使
え
る
「
第
三
の
ツ
ー

ル
」
が
登
場
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
施

行
、
公
益
法
人
改
革
に
次

ぐ
、
３
つ
め
の
「
公
益
法

制
の
大
改
革
」
と
も
評
さ

民
間
公
益
活
動
の

「
第
三
の
ツ
ー
ル
」

　

１
９
９
８
年
の
「
特
定

非
営
利
活
動
促
進
法
（
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
）」
で
民
間
公
益

活
動
の
担
い
手
に
対
し
て

簡
易
な
手
続
き
に
よ
る
法

人
格
の
付
与
が
実
現
。
２

０
０
８
年
の
公
益
法
人
改

革
で
社
団
法
人
や
財
団
法

人
と
い
っ
た
公
益
法
人
の

制
度
が
抜
本
的
に
見
直
さ

れ
、
一
般
社
団
法
人
・
一

新公益信託制度、4月スタート～100 年ぶりの抜本改正～
　「公益信託制度」という言葉をご存じでしょうか。委託した財産や、委託した財産の運用益などを公益的な活動に活用する公益信託制度は、信託業法
に基づく免許を持つ事業者、特に信託銀行が運用を担っていますが、この 4 月から、条件を満たせば個人や他の法人などに運用を委託できるようになり
ます。「100 年ぶりの抜本改正」とされる、新しい制度の概要をご紹介します。

れ
て
い
ま
す
。

　

従
来
、
公
益
目
的
の
た

め
に
資
産
を
運
用
し
よ
う

と
す
る
と
事
実
上
、
信
託

銀
行
に
委
ね
る
し
か
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
例
え
ば

み
な
さ
ん
も
よ
く
ご
存
じ

の
大
企
業
が
信
託
銀
行
に

資
金
を
託
し
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
や

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
な
ど

へ
の
助
成
金
を
拠
出
し
て

い
る
ケ
ー
ス
が
い
く
つ
か

あ
り
ま
す
。

　

今
回
の
改
正
で
、
公
益

信
託
制
度
は
公
益
法
人
制

度
に
一
本
化
さ
れ
、
信
託

で
き
る
財
産
の
範
囲
や
、

受
託
者
の
条
件
な
ど
が
大

幅
に
拡
大
さ
れ
ま
す
。

制
度
の
対
象
範
囲
が

大
幅
拡
大

　

こ
れ
ま
で
の
公
益
信
託

は
金
銭
を
信
託
銀
行
に
委

ね
る
形
と
な
っ
て
い
ま
し

た
が
、
新
制
度
で
は
金
銭

の
ほ
か
、株
式
や
不
動
産
、

固
定
資
産
な
ど
を
委
ね
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
ま
た
資
産
を
受

託
で
き
る
の
は
信
託
会
社

だ
け
で
し
た
が
、
新
制
度

は
公
益
法
人
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
、
場
合
に
よ
っ
て
は
一

般
企
業
や
個
人
で
も
受
託

者
に
な
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

運
用
に
際
し
て
は
「
信

託
管
理
人
」
に
よ
る
監
督

を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で

か
ら
始
ま
り
ま
す
が
、
パ

ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
が
昨

年
秋
に
実
施
さ
れ
る
な

ど
、
運
用
開
始
ぎ
り
ぎ
り

ま
で
調
整
が
お
こ
な
わ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、

公
益
認
定
等
委
員
会
へ
の

情
報
提
供
も
現
在
進
行
形

の
状
況
で
進
め
ら
れ
て
い

る
の
が
現
状
で
す
。
し
た

が
っ
て
、
制
度
開
始
か
ら

し
ば
ら
く
の
間
は
各
公
益

認
定
等
委
員
会
に
よ
る
公

益
信
託
の
認
可
は
事
実
上

困
難
に
な
る
こ
と
が
想
定

さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
公
益
信
託
の
認

可
に
関
す
る
基
準
は
公
益

法
人
制
度
と
同
等
の
水
準

に
な
っ
て
お
り
、
申
請
に

は
膨
大
な
事
務
量
が
必
要

に
な
る
と
み
ら
れ
ま
す
。

公
益
法
人
制
度
は
十
数
年

の
実
績
が
あ
り
、
公
益
認

定
を
受
け
て
い
る
法
人
も

多
数
あ
り
ま
す
が
、
公
益

信
託
に
つ
い
て
は
新
し
い

領
域
の
た
め
、
い
ま
す
ぐ

公
益
信
託
認
定
の
申
請
事

務
に
対
応
で
き
る
人
材
は

あ
ま
り
い
な
い
と
み
ら
れ

ま
す
。
当
面
は
公
益
法
人

の
事
例
を
み
な
が
ら
手
探

り
で
の
実
務
を
余
儀
な
く

な
り
そ
う
で
す
。

　

さ
ら
に
事
業
を
監
督
す

る
立
場
に
あ
る
「
信
託
管

理
人
」
は
弁
護
士
や
税
理

士
な
ど
の
専
門
家
、
既
存

の
公
益
法
人
な
ど
が
担
い

手
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
す
。
信
託
管
理

人
に
受
託
者
を
適
正
に
監

督
で
き
る
能
力
が
あ
る
こ

と
を
行
政
庁
が
審
査
す
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
具

体
的
に
ど
の
よ
う
な
審
査

が
あ
る
の
か
、
資
格
要
件

が
あ
る
の
か
、
な
ど
は
現

時
点
で
は
や
や
曖
昧
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

内
閣
府
は
今
後
も
公
益

信
託
に
関
す
る
情
報
を
随

時
提
供
す
る
と
し
て
お

り
、
こ
れ
ら
の
情
報
を

キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
し
な
が

ら
、
少
し
ず
つ
事
例
を
積

み
上
げ
る
し
か
な
い
と
い

う
が
現
状
で
す
。
引
き
続

き
、
制
度
の
動
向
を
注
視

し
、
状
況
に
応
じ
て
ま
た

当
欄
で
ご
紹
介
で
き
れ
ば

と
思
い
ま
す
。（志

場
久
起
）

新しい公益信託制度のしくみ（参考：内閣府公益法人 Information）

委託者

行政庁 信託管理人

受託者

信託契約・遺言・信託財産を拠出し、公益信託の枠組みを設定
・信託財産が、委託者に戻ることはない
・信託事務の処理状況についての報告を受ける
・受託者の選任・解任（信託管理人との合意）
・信託の変更（受託者・信託管理人との合意）

・委託者・受託者から独立の立場から受託者を監督
　（委託者・受託者の親族等は信託管理人になれない）
・受託者を適正に監督できる能力がある必要（行政庁が審査）
・信託管理人及びその親族等に対する利益供与は不可
・執行方針（事業計画・収支予算書）の承認
・受託者による公益信託事務の処理状況の監督
・実績（財務諸表・信託概況報告）の承認

・信託契約の当事者。信託行為に従い、公益信託事務を実施
・公益信託事務に必要な経理的基礎及び技術的能力が必要
・受託者及びその親族等への利益供与は不可
・公益信託事務の執行方針を決定（事業計画・収支予算書）
・公益事務の実施、財産の分別管理（資産運用を含む）
・実績（財務諸表・信託概況報告）の開示

認可申請
書類提出

認可
監督

監督 報告

金銭、株式、不動産等

受託者が公益活動を展開する
・奨学金の支給
・研究開発の助成
・美術館の運営
・環境保全活動　など

公益信託イメージキャラクター
「こうえきしんたくん」
「公益信託」の英訳「Charitable 
Trust（チャリタブルトラスト）」
から来ているとか。

こども落語ワークショップ特別編

日　程 4 月 11 日（土）・5月 9日（土）・7月 11 日（土）

 いずれも 13:30 ～ 15:30

場　所 和歌山県立図書館文化情報センター・ふれあいルーム

 （和歌山市西高松）

内　容 笑福亭呂好さんによるこども落語ワークショップ。

 小話、所作などが学べます。

参加費 無料

定　員 落語に興味・関心のある小中学生と保護者 20 名

主　催 わかやま楽落会

問い合わせはメール katoku071@outlook.jp、または 090-986

4-1344・山本さん

ほんまち寄席さくらまつり

日　程 3 月 29 日（日）

 12:00 ～ 15:30

場　所 ほんまちえんがわ

 はうす（和歌山市

 北桶屋町）

内　容 餅つき、モルック、

 囲碁ボール、自家

 焙煎珈琲、ミニバ

 ブルマンショー

 など

参加費 無料

主　催 グループえんがわ

問い合わせは 090-7100-231

6・小林さん

Instagram はこちらからア

クセスできます。

　このコーナーでは和歌山市 NPO・ボランティア推進協議会加盟団体から提供されたイベント情報を不定
期にお届けしています。

和歌山市NPO ・ボランティア推進協議会だよりみなさんの「地域を元気にする」活動を応援します！

和歌山ビッグ愛 9階にある和歌山県NPOサポートセンターは、県民のみなさまの
公益的な活動を総合的に応援する施設です。ご利用をお待ちしています！

和歌山県NPOサポートセンターをご利用ください

和歌山県内でNPO法人、NPO・ボランティア団体、公益社団・公益財団法人、
一般社団・財団法人などの組織形態で、公益性のある活動をおこなっている団体。
　※ ご相談や情報収集は個人・企業の方でもご利用いただけます。

▶ NPO法人の設立・運営（定款変更や事業報告、役員変更等）にまつわる実務
▶ NPO・ボランティア団体の運営実務
▶ 企業の社会貢献活動等のパートナーとしてのNPO法人等のマッチング など
※ ご相談は、窓口・メール・オンライン等で承っています。来所の場合はご予約ください。

ご 相 談

ご利用いただける団体
カラー印刷機、ポスタープリンタ、パソコンなどをご利用
いただけます（一部機器を除き、実費負担が必要です）。

各種事務機器

会議室を無料でご利用いただけます。
※ 会議室は和歌山県ジェンダー平等推進センター “りぃぶ
る”、和歌山県青少年活動センターとの共用で、申込み受付
と管理はジェンダー平等推進センターが担当しています。

会議室

当センターに届いたイベント情報や助成金等の活動支援情
報はブログ、メールマガジンで発信しています。

イベント情報 助成金等情報

メルマガ配信登録は
こちらから

情報ブログ・メールマガジン

▶ NPO・ボランティア団体のイベント情報の収集と発信
▶ 助成金をはじめとした各種支援情報の収集と発信
▶ 法律で定められたNPO法人の情報公開資料（事業報告書等）の閲覧・縦覧
▶ NPO等に関する書籍貸し出し等

情報収集・発信
和歌山県NPOサポートセンター
和歌山市手平 2-1-2　和歌山ビッグ愛 9階
受付時間 9:00 ～ 20:50（日曜は 17:30）
休館日：月曜・祝祭日・年末年始
TEL　073-435-5424　FAX　073-435-5425
E-mail　info@wakayama-npo.jp
わかやまNPO広場　https://www.wakayama-npo.jp/

（左）カラー印刷機、（右）ポスタープリンタ　どちらも利用団体登録が必要。ご利用
は公益性のある取り組みに関する印刷に制限させていただきます。
※現在印刷機は代替機のため一部機能に制限があります


